2025年度　宇野地区福祉活動助成　要綱
宇野地区社会福祉協議会では、宇野小学校区内で地域福祉向上のために非営利で活動しているボランティアグループや福祉施設、団体などが実施する事業や活動の強化や、新たな事業や活動に対して助成を行っています。
申請期間：2025年6月1日～2025年7月31日
対象
宇野小学校区内に所在地を置き、年間を通じて組織的、計画的、継続的に活動、または活動計画のあるボランティアグループや福祉施設、団体。営利を目的とする団体、法人などは対象外。
助成額
1件２万円以内（5～10件程度）。
＊同一団体で複数申請することはできません。
条件等
計画を立てて実施される地域福祉に関わる事業や活動のうち、主に宇野小学校区内で実施されるもの。

＊申請書、団体概要書とあわせて下記の資料を必ず添付してください。
· 団体の規約、会則、またはそれに準じるもの。
＊助成しない項目
· 活動の大部分を外部に委託する事業
· 活動に直接関係のない費目（旅行、懇親会、会食費、記念誌制作等）
· 経常的に発生する運営費（家賃・水光熱費等）／人件費など
助成対象期間
2025年4月1日から2026年2月28日の期間に実施される事業・活動。
申請方法
所定の申請書、団体概要書に必要事項を記入のうえ、2025年7月31日までに（必着）必要書類を添えて宇野地区社会福祉協議会に提出してください（直接持参、またはメール：grant@uno.chikusyakyo.jp）。
メールで提出された場合は宇野地区社会福祉協議会から返信で連絡が届きます。返信メールが送られていない場合は正しく受理されていない可能性もありますので、迷惑メールフォルダや送信先メールアドレスの確認をお願いします。
＊提出された書類は返却しません。
贈呈
２０２５年8月中に贈呈します。団体の活動を紹介する会報や印刷物などには、「宇野地区福祉活動助成」と明記してください。
計画変更の届け出および返還
申請内容に変更があった場合は宇野地区社会福祉協議会に届け出てください。
助成金贈呈後に達成不可能となった場合や申請時の目的と異なって使用されたことが判明した場合、余剰金が生じた場合は助成金の返金を求めます。
報告書について
· 助成を受けた団体は、所定の用紙で報告書を必ず提出してください（提出期限：2026年3月31日）。報告書の提出が行われていない団体は、次年度以降の助成を受け付けません。
· 贈呈団体名は、当会のホームページなどで掲載しお知らせします。
· 助成金を活用された取り組み写真を当会のホームページや広報物で掲載することがありますのでご協力をお願いします。
